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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年４月12日に提出いたしました第37期第２四半期（自　2020年12月１日　至　2021年２月28日）四半期報告書

の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

　　第４ 【経理の状況】

　　　１ 【四半期連結財務諸表】

         【注記事項】

　　　　　　　（株主資本等関係）

　　　２ 【その他】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部 【企業情報】

　　第４ 【経理の状況】

　　　１ 【四半期連結財務諸表】

         【注記事項】

　　　　　　　（株主資本等関係）

 
（訂正前）

当第２四半期連結累計期間(自 2020年９月１日 至 2021年２月28日)

１．配当に関する事項

 (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年４月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 250 10 2021年２月28日 2021年５月７日
 

 
（訂正後）

当第２四半期連結累計期間(自 2020年９月１日 至 2021年２月28日)

１．配当に関する事項

 (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年４月30日
取締役会（予定）

普通株式 利益剰余金 250 10 2021年２月28日 2021年５月14日
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   ２ 【その他】

 
（訂正前）

(1) 当四半期連結会計期間終了後の状況

   特記事項はありません。

 
(2) 中間配当

第37期(2020年９月１日から2021年８月31日まで)中間配当について、2021年４月９日開催の取締役会において、

2021年２月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                250百万円

② １株当たりの金額                          　    10円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   2021年５月７日

 
（訂正後）

   当四半期連結会計期間終了後の状況

   特記事項はありません。
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